
令和７年教育委員会４月定例会

日 時：令和７年４月24日（木）午後１時30分

場 所：北秋田市役所第二庁舎 １階 第三会議室

署名 教育長

署名 委員

次 第

１ 開 会

２ 前回委員会会議録の承認

３ 諸報告

（１）教育長報告

① 動静報告

（２）各課所管事項

・教育総務課

① ４月行事報告及び５月行事予定

② あきたリフレッシュ学園

③ 学校給食

・学校教育課

① ４月行事報告及び５月行事予定

② 学校の状況

・生涯学習課

① ４月行事報告及び５月行事予定

（３）各課工事等発注状況

４ 案 件

（１）承認第６号 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第13号 専決処分の承認を

求めることについて（専決第４号 令和６年度北秋田市一般会計補正予算（第

12号））の関係部分）

（２）承認第７号 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第14号 令和７年度北秋田

市一般会計補正予算（第１号）の関係部分）

（３）議案第17号 北秋田市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について

（４）議案第18号 北秋田市児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令の制定について

（５）議案第19号 北秋田市森吉コミュニティセンター改築に係る検討委員会設置要綱の制定に

ついて

（６）報告第３号 専決処理の報告について（専決第８号 公文書の開示について）

（７）報告第４号 専決処理の報告について（専決第９号 学校医等の委嘱について）

（８）報告第５号 専決処理の報告について（専決第10号 学校事務共同実施グループリーダー

等の任命について）



（９）報告第６号 専決処理の報告について（専決第11号 北秋田市教育支援委員会委員の委嘱

について）

（10）報告第７号 専決処理の報告について（専決第12号 北秋田市学校結核対策委員会委員の

委嘱について）

５ その他

（１）機構図について

（２）次回の教育委員会定例会の開催日について

（３）その他

６ 閉 会

※以下ページは非公開のため、削除しております。
　・P6、P8～P14、P78～P106 
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【教 育 総 務 課】

１ ４月行事報告及び５月行事予定

月 日 曜 報 告 事 項 場 所 備 考

1 火 令和７年度定期人事異動辞令交付式 第二庁１階第三会議室

9 水 あきたリフレッシュ学園始業式 学童研修センター

17・18 木・金 第76回東北都市教育長協議会定期総会・研修会 岩手県花巻市

24 木 教育委員会４月定例会 第二庁１階第三会議室

月 日 曜 予 定 事 項 場 所 備 考

15・16 木・金
第75回全国都市教育長協議会定期総会並び
に研究大会川越大会

埼玉県川越市

22 木 教育委員会委員任命書交付式 本庁舎応接室

22 木 第１回総合教育会議・教育委員会５月定例会 第二庁舎３階大教室

２ あきたリフレッシュ学園

（１） 利用状況

学園生 11人 市内小学生 男子 ０人 女子 ０人

市外小学生 男子 １人 女子 ０人

市内中学生 男子 ３人 女子 ４人

市外中学生 男子 ２人 女子 １人

男子 ６人 女子 ５人

市内小学生 男子 １人 女子 ０人

市外小学生 男子 ０人 女子 ０人

市内中学生 男子 ０人 女子 ０人

市外中学生 男子 ０人 女子 ０人

市内小 学生 男子 １人 女子 ０人

（２） 活動内容 学習活動、工作体験（こけしづくり、ペーパークラフト）、洗車体験、水生生物採取体験

タイヤ交換、冬囲い外し体験

行 事 報 告

行 事 予 定

（４月１日現在）

体験入園 １人

（３月１日～31日）

（３月18日～

４月14日）

4

5
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３ 学校給食

（１） ４月の地場産物メニューの紹介

【鷹巣北部】 「山菜どっさりメニュー」 4月11日（金）提供

・献立 ： 山菜なめこうどん、のり塩ポテトコロッケ、ポンデドーナッツ（チョコ）、牛乳

・北秋田市産食材 ： 米代うどん、ふき、わらび、ぜんまい

【鷹巣南部】 「お花見メニュー」 4月22日（火）提供

・献立 ： 花型豆腐バーグ、菜の花キャベツソテー、豆乳とり汁、さくらゼリー

ごはん、牛乳

・北秋田市産食材 ： 米

【もりよし】 「清流米ごはんメニュー」 4月22日（火）提供

・献立 ： ほっけのみりんしょう油焼き、ひじきのツナいため、塩豚汁、牛乳

・北秋田市産食材 ： 清流米、しいたけ

（２） 事故報告（異物混入） ３月17日（月）～４月11日（金）

事故報告はありません。

秋田県は、山菜王国とも呼ばれていますが、この地域でもたくさんの山菜が採れます。本
日提供のうどんには、阿仁地区で採れた「ふき」、「わらび」、「ぜんまい」を入れて提供しま
す。地域の味を感じて食べてください。

給食でお花見を提供します。花型の形をした豆腐バーグにトマトソースをかけ、春を代表
する菜の花を使って、ソテーにしてみました。そして、デザートには、レモン果汁とサクランボ
果汁を使ったさくらゼリーを付けました。

今日のごはんは、阿仁戸鳥内地区で森吉山から流れてくる清流で作られた「清流米」を提
供します。ごはん粒は少し小ぶりですが、甘味が強く、粘り強いのが特徴です。副菜には、
食物繊維、鉄分、カルシウムなど栄養価豊富な「ひじき」をツナと一緒に炒めものを付けまし
た。ごはんと一緒にたくさん食べてください。
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令和７年度 学校教育課

月 日 曜 計 画 事 項 場 所 備 考

1 火 春季休業日（～４／４）

4 金 市校長会総会 交流センター

7 月 各校始業式 各校

21 月
教育センター所員総会
養護・栄養部会、学校事務部会

各校オンライン
交流センター

28 月 幼保小連携会議 市民ふれあいプラザ

月 日 曜 計 画 事 項 場 所 備 考

13 火 登校支援ネットワーク会議① 第二庁舎

15 木 教育センター実技研修部会① オンライン

16 金 市校長会経営研究会 鷹巣小学校

20 火 教育センター運営委員会① 第二庁舎

市初任者研修① 市民ふれあいプラザ

教育センター学校事務部会② 第二庁舎

22 木 教育センター特別支援教育部会 交流センター

28 水 市教育支援委員会① 第二庁舎

行 事 報 告

行 事 予 定

４
月

【各校の入学式】
４月７日（月） 鷹巣中学校、森吉中学校、合川中学校、阿仁学園
４月８日（火） 鷹巣小学校、鷹巣東小学校、綴子小学校、清鷹小学校

米内沢小学校、合川小学校

21 水

【運動会・体育大会の予定】
５月１０日（土） 鷹巣小、鷹巣東小、清鷹小、森吉中、合川中、阿仁学園
５月１１日（日） 綴子小、米内沢小、合川小
５月２５日（日） 鷹巣中

【修学旅行の予定】
鷹 巣 中 ５月１３日（火）～１５日（木）東京
阿仁学園後期 ５月２０日（火）～２２日（木）東京
合 川 中 ５月２１日（水）～２３日（金）東京
阿仁学園前期 ５月２２日（木）～２３日（金）函館
森 吉 中 ５月２８日（水）～３０日（金）東京

５
月
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令和７年度 ４月定例教育委員会報告 学校教育課

１ 令和７年４月１日現在児童・生徒数 （前月比） ［前年４月比］

小学校・義務教育学校前期： ８６０人（－２８） ［－２１］

中学校・義務教育学校後期： ５１４人（－４０） ［－３９］

合計：１３７４人（－６８） ［－６０］

※各校の詳細は資料参照

※各校の前月比 鷹巣小－１０ 鷹巣東小－２ 綴子小－４

清鷹小＋５ 米内沢小＋２ 合川小－１６

阿仁学園前期－３

鷹巣中－３６ 森吉中－９ 合川中＋５

阿仁学園後期±０

２ 職員の異動等

※育児休業が終了し、令和７年４月１日から出勤している職員

①清鷹小 栄養教諭 村木 美咲

②合川中 教 諭 小玉 綾子

③森吉中 教 諭 草彅 未希

３ 不審者等の情報

・大館北秋田地域での新たな情報はありません。

４ クマやサルの目撃情報への対応

・３月３１日（月） 午前７時３０分頃、鷹巣橋南側の河川敷でクマ２頭の目撃がありま

した。市教委から清鷹小、鷹巣中、鷹巣小保護者に注意喚起のメールを送付し、各校に

情報提供をしました。

・４月１２日（土） 午前５時２７分頃、合川川井才ノ神のパチンコ店付近で体長１ｍほ

どのクマ１頭の目撃がありました。北秋田警察署より市教委へ連絡があり、合川小・合

川中校長と協議の上、両校の保護者へ市教委から注意喚起と登校について（付近を通る

児童生徒は保護者の自家用車で送ってもらう依頼）のメールを発出しました。

・４月１５日（火） 午後４時頃、北秋田警察署から次の連絡がありました。「４月１３

日（日）午前９時３０分頃、阿仁荒瀬字向岱 41 番地地内で体長１．５ｍほどのクマ１頭

を目撃したとの情報が寄せられた。阿仁保育園、阿仁学園には警察から連絡済みであ

る。」これを受けて阿仁学園に確認し、念のため学園から保護者に注意喚起のメールを

発出することとしました。

・４月１５日（火） 午後５時５０分頃、薬師山スキー場入り口付近の林で体長１ｍほど

のクマ１頭の目撃がありました。鷹巣小学校、鷹巣中学校へ連絡し、市教委から両校保

護者へ注意喚起のメールを発出しました。
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（単位：人）
学校名

男 22 男 32 男 27 男 30 男 27 男 26 男 164

女 15 女 18 女 25 女 30 女 21 女 21 女 130

男 5 男 8 男 3 男 5 男 3 男 7 男 31

女 7 女 5 女 9 女 8 女 1 女 10 女 40

男 4 男 3 男 5 男 5 男 6 男 10 男 33

女 7 女 2 女 6 女 8 女 6 女 10 女 39

男 9 男 9 男 16 男 8 男 12 男 10 男 64

女 10 女 9 女 4 女 9 女 16 女 10 女 58

男 11 男 7 男 12 男 10 男 5 男 15 男 60

女 11 女 8 女 7 女 12 女 12 女 14 女 64

男 12 男 10 男 17 男 14 男 11 男 12 男 76

女 5 女 7 女 10 女 11 女 16 女 20 女 69

男 0 男 1 男 1 男 2 男 5 男 7 男 16

女 3 女 2 女 4 女 5 女 1 女 1 女 16

男 63 男 70 男 81 男 74 男 69 男 87 男 444

女 58 女 51 女 65 女 83 女 73 女 86 女 416

学校名 計

男 53 男 57 男 60 男 170

女 40 女 57 女 52 女 149

男 13 男 17 男 9 男 39

女 7 女 11 女 22 女 40

男 14 男 14 男 15 男 43

女 18 女 16 女 14 女 48

男 5 男 7 男 9 男 21

女 1 女 1 女 2 女 4

男 85 男 95 男 93 男 273

女 66 女 85 女 90 女 241

1,374

令 和 ７ 年 度 児 童 生 徒 数

令和７年４月1日現在

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計

１年生 ２年生 ３年生

総 数

鷹巣小学校 37 50 52 60 48 47 294

鷹巣東小学校 12 13 12 13 4 17 71

綴子小学校 11 5 11 13 12 20 72

清鷹小学校 19 18 20 17 28 20 122

米内沢小学校 22 15 19 22 17 29 124

合川小学校 17 17 27 25 27 32 145

義務教育学校
阿仁学園
(前期課程)

3 3 5 7 6 8 32

計 121 121 146 157 142 173 860

鷹巣中学校 93 114 112 319

森吉中学校 20 28 31 79

合川中学校 32 30 29 91

義務教育学校
阿仁学園
(後期課程)

6 8 11 25

計 151 180 183 514
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行 事 報 告

月 日 曜 報 告 事 項 場所 備考

２ 水 北地区社会教育主事協会臨時役員会 北秋田地域振興局

16 水 市町村教育委員会生涯学習・社会教育主管課長会議 県生涯学習センター

21 月 第１回家庭教育支援チーム会議 市民ふれあいプラザ

23 水 マタギの地恵体験学習会第1回実行委員会 前田公民館

24 木 青少年育成北秋田市民会議 総会 市民ふれあいプラザ

25 金 北地区社会教育主事協会総会・第１回研修会 市民ふれあいプラザ

28 月 北教育事務所社会教育関係職員市町村教育委員会訪問 市民ふれあいプラザ

行 事 報 告 文化財係

月 日 曜 報 告 事 項 場所 備考

４ 16 水 市町村文化財保護行政主管課長会議 県生涯学習センター

行 事 報 告 鷹巣地区公民館

月 日 曜 報 告 事 項 場所 備考

４

行 事 報 告 合川公民館

月 日 曜 報 告 事 項 場所 備考

４ 14 月 合川ことぶき大学第１回役員会 合川公民館

行 事 報 告

月 日 曜 報 告 事 項 場所 備考

17 木 森吉大学第1回運営委員会 森吉公民館

24 木 森吉大学開講式 森吉公民館

行 事 報 告

月 日 曜 報 告 事 項 場所 備考

４

行 事 報 告

月 日 曜 報 告 事 項 場所 備考

４

令和７年 生涯学習係

令和７年

令和７年

令和７年

令和７年 森吉・前田公民館

令和７年 阿仁・大阿仁公民館

令和７年 鷹巣・森吉図書館

４

４
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行 事 予 定

月 日 曜 予 定 事 項 場所 備考

秋田県社会教育委員連絡協議会評議員会 県生涯学習センター

秋田県社会教育主事連絡協議会総会 県生涯学習センター

14 水 北秋田市花いっぱい運動推進協議会 総会 市民ふれあいプラザ

15 木 高鷹大学 入学・開講式 北秋田市文化会館

23 木 第１回北秋田市社会教育委員の会議 市民ふれあいプラザ

第１回北秋田市生涯学習奨励員協議会 市民ふれあいプラザ

行 事 予 定 文化財係

月 日 曜 予 定 事 項 場所 備考

５ 20 火 第１回北秋田市文化財保護審議会 市民ふれあいプラザ

行 事 予 定 鷹巣地区公民館

月 日 曜 報 告 事 項 場所 備考

５

行 事 予 定 合川公民館

月 日 曜 予 定 事 項 場所 備考

17 土 第50回誕生の森記念植樹 合川中学校グラウンド

20 火 合川ことぶき大学「入学式・開講式」 合川公民館

23 金 第77回優良公民館表彰受賞報告会 合川公民館

28 水 短期講座「白津カフェで本格石窯ピザ作り講座」 羽根山白津カフェ

行 事 予 定

月 日 曜 予 定 事 項 場所 備考

５

行 事 予 定

月 日 曜 予 定 事 項 場所 備考

５ 21 水
阿仁生き活き大学 入学式・開講式並びに第１
回学習会

阿仁公民館

行 事 予 定

月 日 曜 予 定 事 項 場所 備考

１ 木 第１回北秋田市図書館協議会 文化会館

16 金 県北図書館協会役員会 鹿角市「コモッセ」

28 水 秋田県図書館協会総会 秋田市・オンライン

令和７年 生涯学習係

下旬

令和７年

令和７年

令和７年

令和７年 森吉・前田公民館

令和７年 阿仁・大阿仁公民館

令和７年 鷹巣・森吉図書館

５

10 金

５

５
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（単位：円）

契 約
年月日

1 旧阿仁中校舎解体工事 R7.3.4 155,100,000 R7.3.5 ～ R7.12.19 秋田土建株式会社

教育総務課 １件

工 事 等 発 注 一 覧 表

令和７年３月１日～令和７年３月31日

※ 150万円以上（消費税含む）

番号 工事名又は業務名等 契約金額 工期 請負業者名
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承認第６号

市議会提出議案に関する意見聴取について（専決処分の承認を求めることについて（専

決第４号 令和６年度北秋田市一般会計補正予算（第 12号））の関係部分）

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17年北秋田市教育委

員会規則第６号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告し、承認を求める。

令和７年４月 24日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋

19



専決第 13 号

専 決 処 分 書

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17年北秋田市教育委

員会規則第６号）第４条第１項の規定により、教育委員会の議決すべき事件について特に緊

急を要するため、教育委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることから、次

のとおり専決処分する。

１ 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決処分の承認を求めることにつ

いて（専決第４号 令和６年度北秋田市一般会計補正予算（第 12 号））の関係部

分）

令和７年４月 16日専決

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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令和６年度　北秋田市一般会計補正予算（第12号） 

＜教育委員会関係分＞
 

be-soumu1
タイプライター
23



be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
24



be-soumu1
テキストボックス
第 １ 表　歳入歳出予算補正　歳　入

be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
25



be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
26



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
27



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
28



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
テキストボックス
第２表　地方債補正変更

be-soumu1
タイプライター
29



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
30



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
31



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
テキストボックス
２　歳　　　入

be-soumu1
タイプライター
32



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
33



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
34



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
35



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
テキストボックス
３　歳　　　出

be-soumu1
タイプライター
36



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
37



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
38



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
39



be-soumu1
タイプライター
40



承認第７号

市議会提出議案に関する意見聴取について（令和７年度北秋田市一般会計補正予算（第

１号）の関係部分）

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17年北秋田市教育委

員会規則第６号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告し、承認を求める。

令和７年４月 24日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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専決第 14 号

専 決 処 分 書

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17年北秋田市教育委

員会規則第６号）第４条第１項の規定により、教育委員会の議決すべき事件について特に緊

急を要するため、教育委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることから、次

のとおり専決処分する。

１ 市議会提出議案に関する意見聴取について（令和７年度北秋田市一般会計補正

予算（第１号）の関係部分）

令和７年４月 16日専決

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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令和７年度　北秋田市一般会計補正予算（第１号） 

＜教育委員会関係分＞
 

be-soumu1
タイプライター
45



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
46



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
47



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
48



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
49



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
50



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
51



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
52



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
53



be-soumu1
矩形

be-soumu1
矩形

be-soumu1
タイプライター
54

be-soumu1
テキストボックス
教育



議案第17号

北秋田市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

北秋田市学校給食センター条例施行規則（平成17年北秋田市教委規則第22号）の一部

を改正する規則を別紙のとおり制定するものとする。

令和７年４月24日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋

提案理由

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が増しているなか、学校給食の提供を受

ける児童・生徒の保護者並びに職員等が負担する経費を値上げする必要があり、所要の

規定の整備を行うものである。

また、子育て支援策の一環として、学校給食の提供を受ける児童・生徒の保護者が負

担する経費を無償化することに伴い、所要の規定の整備を行うものである。
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令和７年

教育委員会規則第 号

北秋田市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則

北秋田市学校給食センター条例施行規則（平成17年北秋田市教育委員会規則第22号）

の一部を次のように改正する。

第７条第１号中「325円」を「335円」に改め、同条第２号及び第３号中「370円」を

「385円」に改める。

附則に次の１項を加える。

（学校給食費の無償化）

４ 第７条第１号及び第２号の規定にかかわらず、令和７年４月１日から学校給食の提

供を受ける児童・生徒の保護者の経費の負担は、次に掲げるとおりとする。

（１） 児童１人 １食 0円

（２） 生徒１人 １食 0円

附 則

この規則は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
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57

（資料）北秋田市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表

改正後 改正前

（経費の負担） （経費の負担）

第７条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は、次に掲げ

る区分により、当該給食を受ける児童・生徒の保護者並びに職員等が

負担する。

第７条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は、次に掲げ

る区分により、当該給食を受ける児童・生徒の保護者並びに職員等が

負担する。

(１) 児童１人 １食 335円 (１) 児童１人 １食 325円

(２) 生徒１人 １食 385円 (２) 生徒１人 １食 370円

(３) 職員１人 １食 385円 (３) 職員１人 １食 370円

附 則

（学校給食費の無償化）

附 則

４ 第７条第１号及び第２号の規定にかかわらず、令和７年４月１日か

ら学校給食の提供を受ける児童・生徒の保護者の経費の負担は、次に

掲げるとおりとする。

（１） 児童１人 １食 0円

（２） 生徒１人 １食 0円



○北秋田市学校給食センター条例施行規則

平成17年３月22日教育委員会規則第22号

改正

平成20年７月７日教委規則第12号

平成20年12月22日教委規則第16号

平成25年３月８日教委規則第２号

平成26年２月３日教委規則第１号

平成28年７月１日教委規則第11号

平成28年７月29日教委規則第14号

令和２年２月21日教委規則第２号

令和３年２月１日教委規則第２号

令和５年３月１日教委規則第１号

令和６年３月１日教委規則第３号

令和７年４月 日教委規則第 号

北秋田市学校給食センター条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、北秋田市学校給食センター条例（平成17年北秋田市条例第236号。

以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、北秋田市学校給食センター（以下

「給食センター」という。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（業務）

第２条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(１) 給食物資の調達に関すること。

(２) 学校給食費の算定に関すること。

(３) 施設及び労務の管理に関すること。

(４) 経理その他一般事務に関すること。

(５) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(６) 調理に関すること。

(７) 給食輸送に関すること。
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(８) 機械の操作及び管理に関すること。

（職員）

第３条 条例第４条に規定する給食センターの職員は、次に掲げるとおりとする。

(１) 所長

(２) 事務職員

(３) 栄養士

(４) 調理員

(５) 運転手（運転助手）

（職務）

第４条 給食センター職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(１) 所長は、給食センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(２) 事務職員は、給食事務に従事する。

(３) 栄養士は、献立作成その他栄養に関する業務に従事する。

(４) 調理員は、調理等に従事する。

(５) 運転手は、運搬車の運転その他機械の操作に従事する。

（給食対象）

第５条 給食センターは、次の区分による学校に在学する児童・生徒及びこれらの機関

に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。

（給食実施回数）

第６条 給食センターの行う給食は、年間を通じ200日以内（以下「基準日数」とい

う。）とし、授業日昼食時に実施する。

名称 給食対象

北秋田市鷹巣北部学校給食センター 北秋田市立鷹巣小学校、綴子小学校、鷹巣中

学校

北秋田市鷹巣南部学校給食センター 北秋田市立鷹巣東小学校、清鷹小学校

北秋田市もりよし学校給食センター 北秋田市立米内沢小学校、合川小学校、森吉

中学校、合川中学校、義務教育学校阿仁学園
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（経費の負担）

第７条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は、次に掲げる区分により、

当該給食を受ける児童・生徒の保護者並びに職員等が負担する。

(１) 児童１人 １食 335円

(２) 生徒１人 １食 385円

(３) 職員１人 １食 385円

（欠食の取扱い）

第８条 給食費は、次の各号に該当する場合は、別に算定するものとする。この場合に

おいて、学校長は、遅滞なく所長に欠食届を提出しなければならない。

(１) ３日以上の欠食予定を３日前に学校長に予告した場合

(２) 学校行事、感染症及びこれに準ずるもの。その他不慮の災害により欠食する場

合

（専決事項）

第９条 所長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(１) 職員の事務分担に関すること。

(２) 職員の在勤地内旅行に関すること。

(３) 所属職員の年次休暇に関すること。

(４) 所属職員の週休日の指定及び振り替え並びに半日勤務時間の割り振りの変更に

関すること。

(５) 所属職員の休日の代休日の指定に関すること。

(６) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(７) 通知、照会、回答、報告、申請、証明等に関すること。ただし、異例のものを

除く。

（施設設備の管理）

第10条 所長は、業務を円滑に運営するため、施設設備を正常な状態に維持するように

努めなければならない。

（防災及び警備等）

第11条 所長は、給食センターの防災及び警備について常に留意するとともに部下職員

に防災及び警備の任務を分担させなければならない。
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２ 消防法（昭和23年法律第186号）第８条に規定する防火管理者は、所長の意見を聴

いて北秋田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が任命する。

（事故の報告）

第12条 所長は、重大な事故が発生したときは、速やかに状況を教育委員会に報告しな

ければならない。

（補則）

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成17年３月22日から施行する。

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の鷹巣町立学校給食センターに関する規

則（昭和49年鷹巣町規則第４号）、阿仁町立学校給食共同調理場設置条例施行規則

（昭和46年阿仁町規則第３号）又は合川町立小中学校給食調理場設置条例施行規則

（平成４年合川町規則第２号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

３ 第７条の規定にかかわらず、令和５年４月１日から令和６年３月31日までの期間、

学校給食の提供を受ける児童・生徒の保護者の経費の負担は、次に掲げるとおりとす

る。

(１) 児童１人 １食 285円

(２) 生徒１人 １食 325円

（学校給食費の無償化）

４ 第７条第１号及び第２号の規定にかかわらず、令和７年４月１日から学校給食の提

供を受ける児童・生徒の保護者の経費の負担は、次に掲げるとおりとする。

(１) 児童１人 １食 0円

(２) 生徒１人 １食 0円

附 則（平成20年７月７日教委規則第12号）

この規則は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（平成20年12月22日教委規則第16号）
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この規則は、平成21年４月１日から施行する。

附 則（平成25年３月８日教委規則第２号）

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成26年２月３日教委規則第１号）

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

附 則（平成28年７月１日教委規則第11号）

この規則は、公布の日から施行し、平成27年４月１日から適用する。

附 則（平成28年７月29日教委規則第14号）

この規則は、平成28年８月１日から施行する。

附 則（令和２年２月21日教委規則第２号）

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和３年２月１日教委規則第２号）

この規則は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和５年３月１日教委規則第１号）

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和６年３月１日教委規則第３号）

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和７年４月 日教委規則第 号）

この規則は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
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議案第 18 号

北秋田市児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令の制定について

北秋田市児童生徒就学援助費支給要綱（平成 17 年北秋田市教育委員会訓令第６号）

の一部を改正する訓令を別紙のとおり制定するものとする。

令和７年４月 24 日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋

提案理由

学校給食費の無償化に伴い、準要保護者への就学援助費の対象となる経費に変更があ

るため、所要の規定の整備を行うものである。
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令和７年

教育委員会訓令第 号

北秋田市児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令

北秋田市児童生徒就学援助費支給要綱（平成 17 年北秋田市教育委員会訓令第６号）の一

部を次のように改正する。

第３条第１項中「第４号及び第７号に」を「第４号までに」に改め、同項中第７号を削る。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
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（資料）○北秋田市児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令　新旧対照表 
 改　　正　　案 現　　　　　行
 第１条～第２条　（略） 

 

（援助費目等） 

第３条　就学援助費の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、第

１号から第４号までに　　　規定する経費に係る就学援助は、要保護者

を除く。 

　(１)　新入学児童生徒学用品費 

(２)　学用品費 

(３)  通学用品費 

(４)  体育実技用具費（柔道着） 

(５)  修学旅行費 

(６)　医療費（県立中学校は除く。） 

                                       

 

第４条～第９条　（略）

第１条～第２条　（略） 

 

（援助費目等） 

第３条　就学援助費の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、第

１号から第４号及び第７号に規定する経費に係る就学援助は、要保護者

を除く。 

　(１)　新入学児童生徒学用品費 

(２)　学用品費 

(３)  通学用品費 

(４)  体育実技用具費（柔道着） 

(５)  修学旅行費 

(６)　医療費（県立中学校は除く。） 

(７)　学校給食費（県立中学校は除く。） 

 

第４条～第９条　（略）
  

 

附　則 

　この訓令は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
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○北秋田市児童生徒就学援助費支給要綱
平成17年３月22日

教育委員会訓令第６号

（目的）

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条の規定に基づき、経済的理

由により就学が困難と認められる児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し

て、就学援助費を支給し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

（受給資格）

第２条 援助費の支給を受けることができる者は、本市に住所を有し、北秋田市立の小学校、

中学校若しくは義務教育学校又は北秋田市以外の国・公立の小学校、中学校若しくは義務教

育学校に在籍している児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定する要保護者

(２) 北秋田市教育長（以下「教育長」という。）が別表１の認定基準に基づき、要保護者

に準ずる程度に困窮していると認定した者（以下「準要保護者」という。）

（援助費目等）

第３条 就学援助費の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、第１号から第４号まで

に規定する経費に係る就学援助は、要保護者を除く。

(１) 新入学児童生徒学用品費

(２) 学用品費

(３) 通学用品費

(４) 体育実技用具費（柔道着）

(５) 修学旅行費

(６) 医療費（県立中学校は除く。）

２ 前項の支給対象費目に係る支給額等については、国の定める要保護児童生徒援助費補助金

の予算単価によるものとする。

（申請）

第４条 援助費の支給を受けようとする者は、毎年度、就学援助費申請書に必要事項を記入し、

教育長に提出するものとする。

（認定）

第５条 教育長は、前条の申請があったときは、審査をし、その結果について申請者へ通知す

るとともに、当該児童生徒が就学している学校長に対して通知するものとする。

（支給方法）

第６条 教育長は、前条の規定により認定された者（以下「受給者」という。）への援助費の

支給については、受給者の指定した金融機関の預金口座に学期毎に支給するものとする。た

だし、下記の各号に掲げる場合は、各号のとおりとする。
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(１) 修学旅行費については、学校長からの児童生徒に係る精算報告書に基づき支払うもの

とする。

(２) 医療費の支払いについては、学校長より医療券の交付申請があったものに限り、医療

機関からの請求に基づき、市教育委員会より当該医療機関へ直接支払うものとする。

(３) 新入学児童生徒学用品費については、入学前の３月に支払うことができるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、学校長は受給者から委任状の提出があったときは代理受領でき

るものとする。

（状況変更等の届出）

第７条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく教育長に届け出なければ

ならない。

(１） 保護者の住所または氏名に変更があったとき。

(２) 生活保護法に基づく保護の開始または廃止があったとき。

(３) 前２号に掲げるものの他、就学援助費申請書の記載内容に変更があったとき。

（認定の取消し）

第８条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合、受給資格としての認定を取

り消し、又は援助費の支給の一部若しくは全部を取り消すことができる。

(１) 第２条に規定する要件を欠くことになったとき。

(２) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。

（援助費の返還）

第９条 教育長は、受給者が援助費の支給を受けた後、前条の規定により援助費の支給を取り

消したときは、これを返還させることができる。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

この訓令は、平成18年４月１日から施行する。

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。

この訓令は、平成21年４月1日から施行する。

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。

この訓令は、平成29年１月１日から施行する。

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

この訓令は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
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別表１（第２条関係）

準要保護認定基準

前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた者を「準要保護者」とす

る。

(１) 生活保護法に定める保護の廃止又は停止の措置を受けた者

(２) 地方税法に基づく市民税が非課税の者

(３) 地方税法に基づく市民税が減免された者

(４) 地方税法に基づく個人の事業税が減免された者

(５) 地方税法に基づく固定資産税が減免された者

(６) 国民年金法に基づく国民年金の保険料が減免された者

(７) 国民健康保険法に基づく保険料の減免又は徴収を猶予された者

(８) 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けた者

(９) 児童生徒が属する世帯の前年の所得額（給与所得控除後又は必要経費控除後の金額）

が、生活保護法第８条の規定に準拠して、次の算式により算定した額以下である者。

［①生活扶助（１類、２類）＋②期末一時扶助＋③教育扶助＋④住宅扶助＋⑤障害者加算

＋⑥母子加算＋⑦児童養育加算］×1.3

（注釈）生活保護基準額は、前年12月末日現在を使用する。

(10) 特別の事情により、現年度において生活の困窮をきたしている者
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議案第 19 号

北秋田市森吉コミュニティセンター改築に係る検討委員会設置要綱の制定について

北秋田市森吉コミュニティセンター改築に係る検討委員会設置要綱を別紙のとおり制定

するものとする。

令和７年４月 24日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋

提案理由

北秋田市森吉コミュニティセンター改築にあたり、公民館施設の機能充実と森吉地区住

民の利活用促進及びコミュニティ・防災拠点施設として整備するため、地域住民の意見や要

望を集約し、住民参画による施設づくりを目指すための委員会の設置に関し、必要な事項を

定めるため、所要の規定の整備を行うものである。
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令和７年

教育委員会告示第 号

北秋田市森吉コミュニティセンター改築に係る検討委員会設置要綱の制定について

北秋田市森吉コミュニティセンター改築に係る検討委員会設置要綱を制定する。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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〇北秋田市森吉コミュニティセンター改築に係る検討委員会設置要綱

令和７年４月 日教育委員会告示第 号

（目的）

第１条 北秋田市森吉コミュニティセンター（以下「森吉コミセン」という。）改築にあたり、公民館

施設の機能充実と森吉地区住民の利活用促進及びコミュニティ・防災拠点施設として整備するため、

地域住民の意見や要望を集約し、住民参画による施設づくりを目指し、森吉コミュニティセンター改

築に係る検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（内容）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

（１）森吉コミセン改築の概要、基本方針・計画の立案に関すること。

（２）施設の設計等の概要に関すること。

（３）地域住民の要望・意見の聴取、集約に関すること。

（４）その他森吉コミセン改築に必要な事項に関すること。

（構成）

第３条 委員会は、委員 20 人以内をもって組織する。

２ 委員は次に掲げる団体・組織などのうちから北秋田市教育委員会が委嘱する。

（１）地域自治会関係者

（２）森吉コミセンの関係者

（３）一般公募者

（４）その他、教育長が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から森吉コミセン竣工までとする。ただし、委員が委嘱されたときの

要件を欠くに至った場合は、後任の者がこれにあたる。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

（会議）

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。ただし、第１回開催の委員会は教育長が

招集する。

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

（関係者の出席）

第７条 委員会において必要があると認めたときは、市関係課及び委員以外の関係者の出席を求め、そ

の意見等を聴くことができる。

（報酬）

第８条 委員の報酬は、条例に定めるところの各種委員報酬に準じ、これを支給する。
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（庶務）

第９条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課が所管する。

（委任）

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。
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報告第３号

専決処理の報告について（専決第８号 公文書の開示について）

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。

令和７年４月 24 日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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専決第８号

専 決 処 理 書

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。

１ 公文書の開示について

令和７年３月 28 日専決

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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報告第４号

専決処理の報告について（専決第９号 学校医等の委嘱について）

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。

令和７年４月 24 日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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専決第９号

専 決 処 理 書

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。

１ 学校医等の委嘱について

令和７年４月１日専決

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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※敬称略

No 学校名

遠藤　勝實 遠藤クリニック 森川　公彦 森川歯科医院

児玉　達彦 児玉内科クリニック 奈良　大樹 奈良歯科医院

2 鷹巣東小学校 田村　豐一 たむら内科クリニック 小松　直子 市立阿仁診療所 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 佐藤　椋 北秋調剤薬局

3 綴子小学校 上田　忠 うえだクリニック 中川　祥 市民病院 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 蒔苗　千秋 昭和堂薬局第七薬局

近藤　義任 近藤医院

奈良　正人 奈良医院

5 米内沢小学校 高橋　賢郎 市立米内沢診療所 伊藤　剛 くるみ歯科医院 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠　※ 秋田大学附属病院 福田　豊浩 福田薬局

6 合川小学校 齋藤　浩太郎 合川診療所 伊東　恵寿 米内沢歯科 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠　※ 秋田大学附属病院 松中　啓示※ 北秋調剤薬局

武田　志保 加賀谷 保 加賀谷歯科医院

蒔苗　隆 奈良　大樹 奈良歯科医院

8 森吉中学校 高橋　賢郎 市立米内沢診療所 伊藤　剛 くるみ歯科医院 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠　※ 秋田大学附属病院 福田　豊浩 福田薬局

9 合川中学校 齋藤　浩太郎 合川診療所 伊東　恵寿 米内沢歯科 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠　※ 秋田大学附属病院 松中　啓示※ 北秋調剤薬局

10 阿仁学園 野口　博生 市民病院 小松　直子 市立阿仁診療所 小林　真 小林眼科医院 加谷　悠　※ 秋田大学附属病院 三澤　恭子 あにあい薬局

令和7年度北秋田市立学校　学校医名簿 任期　自　令和６年　４月　１日

　　　至　令和８年　３月３１日

※任期：令和７年　４月　１日～令和８年　３月３１日

内科 歯科医名 眼科 耳鼻科 薬剤師

1 鷹巣小学校 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 藤島　哲大 大館市立総合病院

4 清鷹小学校 中川　祥 市民病院 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 佐々木 優太 米代薬局

7 鷹巣中学校 北秋田市民病院 小林　真 小林眼科医院 丸屋　信一郎 まるや耳鼻科クリニック 佐々木　一成 昭和堂薬局第六薬局
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報告第５号

専決処理の報告について（専決第 号 学校事務共同実施グループリーダー等の

任命について）

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、次のとおり専決処理したので、同条第２項の

規定に基づきこれを報告する。

令和７年４月 24 日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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専決第 10 号

専 決 処 理 書

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処理する。

１ 学校事務共同実施グループリーダー等の任命

令和７年４月１日専決

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋

発令名 所属校名 職・氏名

グループリーダー・事務長 北秋田市立鷹巣小学校 主任主査 田中 克典

グループリーダー・事務長 北秋田市立森吉中学校 主任主査 菅原 裕美

グループリーダー 北秋田市立鷹巣中学校 統括事務長 鈴木真樹
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報告第６号

専決処理の報告について（専決第 11 号 北秋田市教育支援委員会委員の委嘱に

ついて）

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。

令和７年４月 24 日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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専決第 11 号

専 決 処 理 書

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。

１ 北秋田市教育支援委員会委員の委嘱について

令和７年４月１日専決

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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任期：

委 員 区 分 職 名 氏 名 備考

小児科医 北秋田市民病院副院長 野 口 博 生

小児科医 北秋田市立米内沢診療所副所長 佐 藤 隆 之

教育支援委員会検査員 公認心理師 小 林 寛 幸 小委員会

北秋田市校長会 鷹巣中学校長 山 田 理

北秋田市教頭会 鷹巣東小学校教頭 工 藤 美佳子

北秋田市立就学前施設 阿仁合保育園 園長 松 橋 皆 子

療育関係者 もろびこども園 管理者 中 村 智 子 小委員会

秋田県教育庁北教育事務所 指導主事 長 崎 尚 嗣 小委員会

特別支援学校 比内支援学校たかのす校副校長 佐 藤 大 小委員会

特別支援教育地域センター 特別支援教育アドバイザー 伊 藤 栄 子

通級指導教室担当（鷹巣小学校） 鷹巣小学校教諭 木 村 明 美

通級指導教室担当（鷹巣中学校） 鷹巣中学校教諭 武 田 恵美子

北秋田市福祉事務所 こども課子育て相談係 家庭相談員 森 岡 恵 理 奈 小委員会

北秋田市こども課 こども課 主査 戸 沢 裕 美 小委員会

事務局（北秋田市教育委員会）

令和７年度 北秋田市教育支援委員会委員名簿

令和７年４月 １日
令和８年３月３１日

教育長 佐藤 昭洋 学校教育課長 茂内 公貴 推進監 成田 正子 学籍担当 白渡 わかな
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報告第７号

専決処理の報告について（専決第 12 号 北秋田市学校結核対策委員会委員の委

嘱について）

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理したので、同条第２項

の規定に基づきこれを報告する。

令和７年４月 24 日提出

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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専決第 12 号

専 決 処 理 書

北秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成 17 年教育委員会

規則第６号）第３条第１項の規定により、別紙のとおり専決処理する。

１ 北秋田市学校結核対策委員会委員の委嘱について

令和７年４月１日専決

北秋田市教育委員会教育長 佐 藤 昭 洋
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令和７年度北秋田市学校結核対策委員会委員名簿
別添３

区 分 所 属 肩書き 氏 名 備 考

保健所長 北秋田保健所 所長 相澤 寛

医師会の代表 児玉内科クリニック 院長 児玉 達彦 会長

結核の専門家 北秋田市民病院 副院長（小児科医） 野口 博生

学校医の代表 医療法人豊知会たむら内科クリニック 理事長 田村 豐一 副会長

校長会の代表 米内沢小学校 校長 成田 彦智

養護教諭の代表 清鷹小学校 養護教諭 菅原 良子

市保健センター職員 北秋田市医療健康課 課長 畠山 英利

（事務局） 北秋田市教育委員会

教 育 長 佐藤 昭洋

学校教育課長 茂内 公貴

学校教育課係長 金 幸子

学校教育課主任 土濃塚 政樹

（任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日）

119



■教育委員会：北秋田市教育委員会会議規則
教育長 ◎佐藤昭洋 ＜事務局：北秋田市教育委員会事務局組織規則＞

委員 ◎佐藤正俊

委員 ◎佐藤英樹 教育次長 教育総務課 (第二庁舎)

委員 ◎蒔苗　隆 金澤　誠 課長 池田恒平 TEL:62-6616 FAX:63-2678

委員 ◎藤本基子 主幹兼係長 櫻田正明

主査 倉内雅英

主査 藤本来夢

主任 佐藤麻衣

主幹兼係長 笹代孝徳 TEL:62-2766 FAX:62-4792

主査 吉田　翔 TEL:67-6066 FAX:67-6067

学校教育課 TEL:62-6617 FAX:63-2678

◎ 任命（市長） 茂内公貴

マークなし 市職員 髙橋裕樹

○ 会計年度任用職員 堀内亜希子

※ 任命 成田正子

★ 県費職員 主幹兼係長 金　幸子

☆ 外国青年招致 参事 佐藤　晋

副主幹 白渡わかな

主任 土濃塚政樹
ALTコーディネーター

学校図書館巡回司書 ○中嶋聡子

ICT支援員 ○加藤　亨
部活動地域移行ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ○遠藤元博 ○山本英幸 　　　　市職員；13

架け橋コーディネーター ○柴田清香 　　　　会計年度任用職員；66

生涯学習課 (北秋田市民ふれあいプラザコムコム)

課長 山本明美 TEL:62-1130 FAX:62-1669

係長事務取扱 山本明美

副主幹 小笠原隆

副主幹 櫻井條史

主査 櫻田鮎子

主任 佐藤奈々恵

事務補助 ○佐藤美代子

生涯学習相談員 ○松橋睦子

主幹兼係長 渡辺靖光 TEL:62-6618 FAX:62-1669

主査 和田真輝

教育機関

教育センター (第二庁舎)

所長 茂内公貴 TEL:62-6617 FAX:63-2678

所長補佐 髙橋裕樹 ALT

所長補佐 堀内亜希子 ALT

所長補佐 成田正子 ALT

さわやか教室指導員 ○嘉藤貴子 (交流センター) ALT

TEL:62-4860 ALT

ALT

鷹巣小学校 TEL:62-2041 FAX:63-2042

校長 ★湊　貞宗

教頭 ★小坂美和

主任主査 ★田中克典

校務員 ○成田　渉 ○佐藤香織

学校生活サポート員 ○大川久美子 ○三沢智子 ○谷藤郁絵 ○桜庭洋子 ○石岡賞子

学校生活サポート員 ○佐藤純子 ○西村千夏

鷹巣東小学校 TEL:62-1645 FAX:63-2419

校長 ★大髙聖子

教頭 ★工藤美佳子

主任主査 ★柏木亜希子

校務員 堀部　保 ○山口律子

学校生活サポート員 ○松橋　泉 ○近藤舞子 ○藤島美穂子

綴子小学校 TEL:62-1084 FAX:63-2494

校長 ★成田美智子

教頭 ★田中芳明

主任主査 ★成田則子

校務員 津谷清孝 ○三沢早苗

学校生活サポート員 ○金　能子 ○鈴木優子 ○鎌田伸博

清鷹小学校 TEL:63-2315 FAX:63-2317

校長 ★明石　桂

教頭 ★児玉卓也

事務職員（非常勤）★岸野祥子

校務員 斉藤正樹 ○上野美香

学校生活サポート員 ○松橋真理子 ○寺田奈緒子 ○成田絵里子 ○堀内　遼

米内沢小学校 TEL:72-3029 FAX:72-4905

校長 ★成田彦智

教頭 ★庄司美穂子

主事 ★滝口瑞輝

校務員 湊　秀次 ○畠山こず恵
学校生活サポート員 ○畠山栄里子 ○成田美輝 ○湊　幸子 ○小畠陽子

合川小学校 TEL:67-6120 FAX:67-6075

校長 ★津谷美穂子

教頭 ★庄司伸子

主任主査 ★藤嶋奈緒子

校務員 ○成田正人 ○野呂光子

学校生活サポート員 ○藤根　恵 ○安井陽子 ○木下美佳 ○三日田千加子

鷹巣中学校 TEL:62-1701 FAX:63-1893

校長 ★山田　理

教頭 ★成田政己

統括事務長 ★鈴木真樹

主事 ★齋藤羽矢

校務員 ○藤田和広 ◯田村浩孝 ○永井沙織

学校生活サポート員 ○畠山　康 ○松橋　淳 ○河田由香 ○若生　薫

部活動指導員 ○福士省治 ○村上勇悦

R7.4.1　現在

　　　　市職員；7

　　　　会計年度任用職員；41

政策監兼課長

推進監

推進監

推進監

○ロバート・ショーン・コリガン

　　　　市職員；15

　　　　会計年度任用職員；14

☆タリコーネ・ジェニファー・リン

☆ブランドン・マシュー・フェア

☆ハドソン・ジェシカ・レイチェル

☆ウィスラー・ブレンデン・リュウタ

☆スチュワート・タイロン

☆パウエル・サバンナ・ノエル

令和7年度　北秋田市教育委員会　機構図
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森吉中学校 TEL:73-2335 FAX:73-2612

◎ 任命（市長） 校長 ★小林浩之     60-6530     60-6510（事務センター）

マークなし 市職員 教頭 ★小塚貴子

○ 会計年度任用職員 主任主査 ★菅原裕美

※ 任命 校務員 新林正美 ○泉谷亜希子

★ 県費職員 学校生活サポート員 ○佐藤美香子

☆ 外国青年招致 部活動指導員 ○土佐良成

合川中学校 TEL:78-2135 FAX:78-3509

校長 ★菊地重則

教頭 ★松岡浩二

主事 ★齊藤祐樹

校務員 ○工藤直文 ○成田美保子

学校生活サポート員 ○奈良田美公子

部活動指導員 ○小笠原聡 ○安部公作

阿仁学園 TEL:82-2160 FAX:82-2161

校長 ★小林陽介

副校長 ★工藤　聡

教頭 ★松岡みつ子

主事 ★柴田　翔

校務員 ◯鈴木厚美 ○松橋友美

学校生活サポート員 ○鈴木志保 ○武石瑠美子

鷹巣北部学校給食センター TEL:62-2766 FAX:62-4792

主幹兼係長 笹代孝徳 （再掲）

学校栄養教諭 ★山本芙紀子

栄養士 ○堀内まゆ子

主任調理員 ○畠山久美子

副主任調理員 ○小塚美代子 ○川村福子

調理員 ○神山奈奈子 ○髙橋佐知子 ○石崎浩美 ○小野　瞳 ○近藤里美

調理員 ○吉田直美 ○髙坂明子 ○中嶋美貴子 ○大川里李香

事務補助 ○坂上恵利子 ○村形あけみ

鷹巣南部学校給食センター TEL:62-1279 FAX:62-5218

学校栄養教諭 ★村木美咲

主任調理員 ○佐藤綾香

副主任調理員 ○小坂晴美

調理員 ○宮野浩子 ○簾内棋理子 ○高橋流花 ○川口理沙

もりよし学校給食センター TEL:67-6066 FAX:67-6067

主査 吉田　翔 （再掲）

学校栄養教諭 ★津谷早苗

主任調理員 ○高堰千明

副主任調理員 ○長田正子 ○木村久美子

調理員 ○金田千代美 ○近藤俊子 ○松橋沙幸 ○工藤百合子

調理員 ○西根智恵子 ○吉田洋子 ○梅井めぐみ ○鈴木奈津美

調理員 ○佐々木麻衣 ○中嶋優希 ○白沢里美

事務補助 ○土佐尚子

清掃員 ○近藤文子

栄公民館 TEL:62-0744 FAX:62-0744

館長 ※田口尚美

公民館主事 ※佐藤秀子

公民館主事 ※亀山祐悦

公民館主事 ※照内直光

坊沢公民館 TEL:62-4729 FAX:62-4729

館長 ※戸嶋正志

公民館主事 ※成田　豊

公民館主事 ※佐藤吉美

公民館主事 ※長崎しのぶ

七座公民館 TEL:67-2529 FAXTEL:67-2529

館長 ※成田佳則

公民館主事 ※成田春正

公民館主事 ※小笠原治男

公民館主事 ※戸沢久子

沢口公民館 TEL:62-4829 FAX:62-4829

館長 ※神成寿寛

公民館主事 ※佐藤シヱ子

公民館主事 ※中嶋信咲

公民館主事 ※佐藤雅人

綴子公民館 TEL:62-1472 FAX:62-1472

館長 ※三澤民男

公民館主事 ※吉田清春

公民館主事 ※藤島惠美子

公民館主事 ※工藤智也

七日市公民館 TEL:66-2001 FAX:66-2001

館長 ※千葉昭平

公民館主事 ※九嶋栄子

公民館主事 ※細田律子

公民館主事 ※畠山かよ

森吉公民館 TEL:72-3259 FAX:72-3374

館長 ※竹田勇人

参事 細田昌史

副主幹 佐藤香奈子

事務補助 ○野呂博昭

前田公民館 TEL:84-8770 FAX:84-8770

館長 ※佐藤慶博

公民館主事 ※庄司政雄

公民館主事 ※庄司カヨ子

公民館主事 ※吉田勝義

阿仁公民館 TEL:82-2220 FAX:82-2221

館長 ※長谷川拓郎

参事 柴田　勲

副主幹 板垣直人

事務補助 ○佐藤みゆき

大阿仁公民館 TEL:84-2311

館長 ※益田　光

公民館主事 ※大穂耕一郎

公民館主事 ※松橋盛昭

公民館主事 ※斎藤英昭
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合川公民館 TEL:78-2114 FAX:78-2106

◎ 任命（市長） 館長 ※藤嶋浩子

マークなし 市職員 副主幹 木村千春

○ 会計年度任用職員 主任 吉田将偉

※ 任命 事務補助 ○西根麗子

★ 県費職員

☆ 外国青年招致 鷹巣図書館 TEL:62-1707 FAX:67-6211

主査 佐藤周作

主事 納谷玲子

図書館業務補助 ○鈴木恵子 ○今川和心 ○長岐岳

森吉図書館

図書館業務補助 ○後藤千秋

合川公民館図書室

阿仁公民館図書室

阿仁異人館／郷土文化保存伝承館

阿仁ふるさと文化センター

森吉コミュニティセンター TEL:72-3259

合川学童研修センター TEL:78-4180

あきたリフレッシュ学園 TEL:78-4180 FAX:78-4091

派遣社会教育主事 ★津谷泰介

ﾘﾌﾚｯｼｭ学園研修員 ★柏木太郎

指導員 ○佐藤正俊 ○山田直昭 ○工藤　隆

事務補助 ○柴田さやか
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議案第 13 号 

 

　　北秋田市図書館協議会委員の任命について 

 

 

　　北秋田市図書館条例（平成 17 年３月 22 日条例第 241 号）第８条第２項の規定により、次の者を北秋

田市図書館協議会委員に任命するものとする。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（任期　令和７年４月１日～令和９年３月 31日） 

　　　 

令和７年３月 27 日提出 

 
　　　　　　　　　　　　　　 北秋田市教育委員会教育長　佐 藤   昭 洋 
 

提案理由 
　　　北秋田市図書館協議会委員の任期満了に伴い、新たに図書館協議会委員の任命について提案する 

ものである。

 氏　　名 住　　所 所属等 備考

 宮野　恵子 

（昭和 25 年 2 月 8 日生 75 歳）
北秋田市綴子字街道下 34 番地 1 学識経験者 再任

 澤田　眞理子 

（昭和 24 年 12 月 25 日生 75 歳）
北秋田市大町 8番 26-7 号 学識経験者 再任

 佐藤　千津 

（昭和 33 年 3 月 2日生 67 歳）
北秋田市阿仁銀山字下新町 118 番地 学識経験者 再任

 佐々木　潤子 

（昭和 26 年 3 月 31 日生 73 歳）
北秋田市坊沢字水上沢 36 番地 学識経験者 新任

 近藤　ひとみ 

（昭和 36 年 8 月 8 日生 63 歳）
北秋田市李岱字李岱 222 番地 1 一般利用者 新任

 柴田　菜々 

（平成 10 年 9 月 1日生 26 歳）

北秋田市米内沢字伊勢ノ森 37 番地 18 

伊勢ノ森団地８号
一般利用者 新任

 柴森　トシ子 

（昭和 22 年 2 月 11 日生 78 歳）
北秋田市阿仁前田字下川端138番地12 一般利用者 新任

 須　藤　規　子 
北秋田市伊勢町 1番 1号

秋田北鷹高校 

（教諭）
再任

 成田　彦智 北秋田市米内沢字中島 1番地 2 北秋田市校長会 

（米内沢小学校）
再任

 松橋　寿美 
北秋田市阿仁前田字下川端 101

北秋田市公立保育園長会 

（前田保育園）
新任

 確定版   

（3）その他　追加資料
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Ｒ７　教育長訓示 

令和７年４月１日(火)13:00 

第二庁舎　第３会議室 

 

観測史上最大の積雪量を記録した冬を乗り越え、庭先の福寿草が開花し、チューリップや

水仙などの花芽が、春を駆け足で連れてきました。新たなメンバーでの令和７年度スタート

にあたり、皆さんとともに１年間の取り組むべき方向性を考えたいと思います。 

昨年度は、スポーツ振興課や生涯学習課の一部を市長部局に移行する機構改革、義務教育

学校阿仁学園の実質統合、米内沢小と前田小の統合で、幕を開けました。文化祭や浜辺の歌

音楽祭などの所管する事業や、文化会館、縄文館、浜辺の歌音楽館、交流センター、阿仁異

人館・伝承館など、所管する施設の変更もあり、我々職員を始め、市民の皆様からの問合せ

や戸惑いが大きい４月となりました。 

総務課は、教育総務課と課名を変更してのスタートでした。義務教育学校阿仁学園のグラ

ウンド・駐車場等外構工事、収納庫改築工事、鷹巣中学校体育館改築に向けた基礎調査、中

学校特別教室へのエアコン設置、体育館へのＬＥＤ設置などの大きな事業に取り組みまし

た。不登校対策のあきたリフレッシュ学園の運営や夏、冬の短期教育留学、生活改善型の長

期教育留学は、不登校生徒との関わりや、県外児童生徒との関係人口の拡大など、ソフト面

でも大きな成果を上げたと、卒園式や閉講式での子どもたちの様子から感じました。また、

学校給食のＨＰでの紹介や一般市民を対象とした試食会を実施するなど、学校給食を発信

したことは、地場産食材の新規開拓など、様々な方面への発展が見られました。 

学校教育課は、中学校部活動地域移行への対応やこども課と連携した幼保小架け橋プロ

グラムの推進など、国や県の事業をうまく活用しながら、喫緊の教育課題として全国各地で

取り組まれている課題に、積極的にチャレンジしてくれました。また、教育総務課と進める

学校適正配置については、森吉中の方向性や鷹巣地区小学校の検討など、７年度も継続して

取り組んでいくことになります。コロナ禍のＧＩＧＡスクール構想で導入した１人１台タ

ブレットの活用については、当初、活用率が低迷していたのですが、各学校への積極的な働

きかけにより、ほぼ毎日活用している割合が、４月の全国調査では小学校６年生で国 25％、

県 30％に対し本市は 72％、中学校３年生で国 31％、県 33％に対し本市は 60％と極めて高

くなりました。12 月の県調査でも、小学校４年生から中学校２年生までのトータルで、県

50％に対し本市は 74％と、毎日の授業の中で当たり前のようにタブレットが使われており、

学習指導に係る教職員の積極的な取組に感謝しています。 

子どもたちの活動でも、嬉しいことがたくさんありました。第一に、クリーンアップへの

子供たちの参加です。参加率が春は 19.9％、秋は 17.2％と、私の目標の 25％に極めて近く

なりました。それでも市内の５人に１人は参加していることになりますので、素晴らしい地

域貢献活動です。全校で 50％が参加した小学校、学年で 89％が参加した中学校もあって驚
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きました。また、きたあきたこどもサミットや市制 20周年記念式典、第３次総合計画中学

生ワークショップ、市長との中学生タウンミーティングでの発表、秋田活性化中学生選手権

で阿仁学園のチームが２年連続最優秀賞を獲得したことなどからは、ふるさと教育、キャリ

ア教育が各学校でしっかりと取り組まれ、子どもたちの中で深化してきていることを強く

感じ、嬉しく思います。 

生涯学習課は、大規模な機構改革により、業務が大分スリムになりました。生涯学び続け

る市民のための、各公民館や高齢者大学、生涯学習奨励員など、生涯学習の活性化は、それ

ぞれの担当の創意工夫により、コロナ禍前の状況に戻ったと感じています。第３期子ども読

書活動推進計画のスタートの年になり、読書まつりでは新たな取り組みが見られました。20

歳の集い、マタギの地恵体験学習会、民俗芸能大会などのイベントは、参加した方々から良

かったという声をいただいております。文化財収蔵庫の整理については計画的に実施でき、

収蔵している民具を生涯学習フェスタに展示し、市民の皆さんにも見てもらうことができ

ました。 

さて令和７年度は、第３次北秋田市総合計画の策定年となっています。市の総合計画に合

わせて、教育委員会でも「第３次北秋田市学校教育ビジョン」と「第５次北秋田市社会教育

中期計画」を策定することになります。少子化など課題が山積している社会の流れの中で、

本市の課題をしっかりと踏まえ、知恵を出し合って、その解決に向けた計画を策定しなけれ

ばならないと考えています。10年先を見据えた計画となりますが、まずは前期の５年間の

計画を、令和８年度予算の検討が始まる時期に合わせて、進めてほしいと思います。 

ここで年度の初めに当たり、二つのことをお願いします。昨年度は、「創意工夫を加えた

事業の実施」と「明るい職場作り」をお願いしました。皆さん自分の持ち場の中で、どの程

度実現できたでしょうか。自分の担当した事業等に、ひと味工夫を加えることができました

か？明るい声で朝の挨拶を交わすことにより、職場でのコミュニケーションを高めること

ができたでしょうか？ 

今年度の１つ目は、「発信」をお願いします。阿仁学園のホームページでは、ブログが毎

日のように更新され、学校の活動を誰でも見ることが出来ます。全校児童生徒 60 人、42 世

帯の学校で、３月の第３週一週間のブログ閲覧者数は、延べ 2,140 人、閲覧回数は 4,800 件

で、３月 26 日現在の令和６年度総数は、延べ 78,614 人、167,776 件にも及びました。仮に

家族２人が毎日閲覧していたとしても、１週間に 420 人程度、祖父母４人を入れても 1,680

人程度ですので、毎週 2,000 人前後の方々が阿仁学園の状況を閲覧しているということは、

いかにすごい数なのかが分かります。10 月の学園祭に 230 人もの方々が訪れてくれたこと

や、転入生が３人、海外からの体験入学生が２人いたこと、文部科学省や県内外の教育委員

会や学校からの視察があったことも、学校が発信してきたことの成果だと考えています。い

くら創意工夫を加え、スキルアップした事業であっても、市民の皆さんや参加を呼びかける

対象の方々に、内容が周知され、理解をいただいていなければ参加の検討すらしません。文
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部科学大臣表彰を受賞した合川公民館が、短期講座や館内展示の宣伝を、市の広報やマスコ

ミ等を通して行うことでたくさんの市民が訪れたり、給食の献立をホームページに載せ、地

場産物の利用を紹介したりする取組も、事業に対する市民の理解をいただく、効果的な発信

であると思います。今年度は、今まで行ってきたこと、新しく取り組むことを、積極的に発

信するようお願いします。 

２つ目のお願いは、明るく元気な職場作りです。毎年お願いしていますが、まずは朝のあ

いさつ。管理職から率先して、職員の意識を高めるような挨拶で部屋に入り、元気のよい朝

のスタートを切れるような職場作りをお願いします。職場が明るい雰囲気になると、効率の

良い仕事ができるようになり、それが皆さん自身の健康作りに返ってくるものと、私は信じ

ています。更に、課内のコミュニケーションを図るためにも、事業を終えた時など機会を捉

えて、反省会や慰労会などを計画してほしいと思います。地域経済の活性化にも繋がります

ので、私にも声をかけてもらえれば嬉しいです。 

最後に、観測史上最大の積雪量となった令和７年のスタートでしたが、雪解け水が豊かな

実りをもたらしてくれるように、職員の皆さんの豊かな発想や斬新なアイディアにより、明

るく魅力のある北秋田市になることを信じて、年度当初の訓示とします。今年度も、よろし

くお願いします。 

 

令和７年度に計画されている主な事業等 

チームでしっかりと計画を練り、大胆に取組むことを期待しています。

 
教育総務課：鷹巣中学校体育館改築設計業務、旧阿仁中学校校舎解体・環境整備事業、小

学校特別教室へのエアコン設置、学校教育課と進める学校適正配置（森吉

中の方向性、鷹巣地区小学校の検討）、あきたリフレッシュ学園の運営、教

育留学、学校給食業務など。 

学校教育課：教育総務課と進める学校適正配置（森吉中の方向性、鷹巣地区小学校の検

討）、中学校部活動地域移行への対応、こども課と連携した幼保小架け橋プ

ログラムの推進、１人１台タブレットの効果的な活用、小学校へ電子黒板

の導入、不登校対策検討委員会の開催、学校運営協議会を機能させたふる

さと教育、キャリア教育の推進、きたあきたこどもサミットなど。 

生涯学習課：各公民館・高齢者大学・生涯学習奨励員等生涯学習の活性化、森吉公民館の

改築に向けた検討、20歳の集い、マタギの地恵体験学習会、第３期子ども読

書活動推進計画の推進、民俗芸能大会、文化財の保護、文化財収蔵庫の整理

・活用、文化財の審議など。


